
 

 
●行動計画 

１ 計画期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
 
２ 行動計画の内容 

① 計画期間中「女性社員の育児休業の取得率８０％以上」を維持する。 

② 計画期間内にインターンシップにより若年者に就業体験機会を提供する。 

 

●行動計画の取組内容 

・ 育児休業を取得しやすくするため育児休業中の代替要員の確保や人員配置、担

当職務の見直しを行っている。また復職前に上司による面談を実施、職場復帰

しやすい環境整備のために業務内容・体制の見直しを行うことにより、計画期

間内の育児休業取得率は、女性社員１００％、男性社員１０％となった。 

・ 中学校、高等学校、専門学校、大学からの依頼を受け、又は学校のキャリアセ

ンター等にインターンシップ実施の案内を配布し職場体験やインターンシッ

プを実施している。 

 

●その他の両立支援の取組 

・ 所定外労働の免除制度について、子が小学校就学の始期に達するまで認め、法

定を上回るものとなっている。 

・ 男性の育児休業取得推進のために、配偶者が妊娠・出産したことを知った場合

には積極的に該当する従業員に対して個別に育児休業等に関する制度につい

て説明をしている。 

 株式会社 本間組 

子育てサポート企業として認定 

―次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」マークを取得－ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 本間組        

所 在 地：新潟市 

事業内容：総合建設業 

労働者数：約５８０人  

 

 


